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Ⅴ 行政運営 

１ 組織 

(1) 本庁 

 ① 部 

政策課題への的確な対応、所掌範囲と責任の所在の明確化、施策の効率的・効果的な 

執行が図られる部の体制とするため、特定分野を担当する部長の職を廃止し、部制条例 

で規定する「部」に再編し、本庁５部体制から 12 部体制へと見直す。 

 

② 局・課室 

 部長を中心とする責任体制を構築し、責任所在の明確化と柔軟に課題対応する仕組 

みづくりとして「部-課」制を基本としつつ、必要に応じて部の下に「局（室）」を設置 

する。 

また、臨時的又は時限的な行政課題に柔軟かつ効率的に対応するために設置してい 

るタスクフォースは、進捗に応じて整理・見直しを図る。 

ア 局 

業務の性質上必要な場合は、部の下に「局（室）」を設置する。 

     

    イ 課室 

(ｱ) 多様化・複雑化する行政課題に、的確かつ迅速に対応するとともに、総務事務等 

を集中的に処理できる効率的な規模となるよう課室の大括り化を実施する。 

(ｲ) ボトムアップ型県政の推進には、各部の政策立案・調整機能の向上が必要である 

ことから、見直し後の各部に総務担当課を設置し、総務機能を強化する。 

(ｳ) その他、政策課題への適切な対応を図るため、施策推進に応じて、新設・再編を 

行う。 

 

③ 本部体制 

横断的な政策課題に柔軟かつ機動的な対応を図るため、本部体制を積極的に活用し 

つつ、必要性の低下した本部は見直し（統合、再編、廃止）を図る。 

 

(2) 地方機関 

 ① 県民局・県民センター組織の見直し 

ア 現地解決型の総合事務所体制としての県民局・県民センター体制を基本とし、市 

行政体制の進展や地域の実情等を踏まえつつ、地域課題に総合的かつ的確に対応する 

体制とする。 

なお、本庁５部体制の見直しを踏まえ、県民局・県民センター体制のあり方につい 

て、今後、見直しを検討する。 

イ 阪神南県民センターと阪神北県民局については、「阪神南県民センター・阪神北県 

民局の統合方針」に基づき「阪神県民局」としての統合に向け取り組んできたが、本 

県の財政状況やコロナ禍による働き方の変革などを踏まえ、伊丹庁舎の整備及び阪 

神県民局としての統合は一旦凍結し、「阪神県民局」としての統合は、これまでの統 

合方針やコロナ禍に起因する社会環境の変化等も踏まえながら、県民局・県民センタ 

ー体制の今後の見直しの中で検討する。 

ウ 県民局・県民センターの各事務所については、地域の特色を活かした施策の推進、 

効果的・効率的な県民サービスの提供、業務の専門性・機動性の向上等が図られる体 

制とする。 

なお、県民局・県民センター体制の見直しに合わせ、人口減少、広域課題への対応 

なども踏まえた見直しを検討する。  

県政改革方針（仮称）（一次案）：P15 


